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 心身の発達に支援を要する児童や発達に遅れがある児童で発達支援保育を希望する場合は、個別に支

援や配慮の方法（加配保育士をつける必要があるかなど）を検討します。その後、他の申込み児童とと

もに保育所等の利用調整を行います。 

集団保育が可能と診断された場合であっても、定員枠に空きがない場合や、お子さまの安全面から十分

な受入態勢が取れず、希望する保育園を利用できない場合がありますのでご了承ください。 

継続を希望される方についても年度ごとに申請が必要です。詳しくは、子育て支援課までお問い合わせ

下さい。 

１．利用申し込み 

入所申込期間中に①～④の書類を提出（③は必要に応じて提出） 

① 入園（所）申込書類一式 

② 児童調査票 

③ 保育における医師意見書（指定様式） 

④ 障がいを確認できる書類の写し（療育手帳等） 

 

２．行動観察 

及び面接 

申込児童（新規・転園）と保護者、保育所等職員・市職員が集まり、児童の様子

の観察や保護者への聞き取りなどを行います。 

 

３．発達支援保育 

審査委員会 
健康面・安全面・発達面から、集団保育の可否や支援の方法を検討します。 

 

４．利用調整 
他の申込児童を含めて市が定める基準により指数を決定し、保育の必要性の高い

方から選考します。 

 

  

４ 発達支援保育について 
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▶転入予定（管外申込） 

1 提出先：石垣市子育て支援課 

    郵送での申込可（申込締切日必着） 

2 提出書類：申込書類一式 P7～10 参照（石垣市ホームページから取得可） 

3 注意点：・入所希望月の 1 日までに石垣市民であることが条件 

・転入の予定がなくなった場合は、お電話にてご連絡いただき、 

「特定教育・保育施設等利用申し込み取り下げ書」の提出をお願いします。 
 

▶里帰り出産等、転入予定のない場合（広域入所） 

1 提出先：お住まいの市区町村 

2 注意点：・石垣市民の利用調整後に空きがある場合に、石垣市の選考基準に基づいて利用調整を  

行います。 

    ・利用の可否についてはお住まいの自治体より通知されます。 

 

 

 

▶転出予定（管外申込） 

1 提出先：保育施設のある市区町村へお問い合わせください  

2 注意点：・石垣市を通して申込みが必要な場合は、申込先市区町村の締め切り 2 週間前までに 

石垣市子育て支援課へ必要書類の提出をお願いします。 
 

▶里帰り出産等、転出予定のない場合（広域入所） 

1 提出先：石垣市子育て支援課 

2 注意点：・希望する保育施設の受入状況や申込期間等について、希望する保育施設がある市区町 

村へご確認ください。 

    ・申込先市区町村の締め切り 2 週間前までに石垣市子育て支援課へ必要書類の提出を 

お願いします。 

    ・利用の可否については石垣市より通知します。 

 

 

  

申込時点で石垣市民でない方が、石垣市内の保育施設を申し込む場合 

石垣市民の方が、石垣市外の保育施設を申し込む場合 

５ 石垣市外からの申込・石垣市外への申込方法 


